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(54)【発明の名称】 表示装置の駆動回路およびその駆動方法

(57)【要約】
【課題】表示装置のデータ駆動回路の電圧ばらつき、ま
たは電流ばらつきを軽減し、表示むらの発生を抑える表
示装置の駆動回路を提供する。
【解決手段】液晶などのガンマ特性に合わせた複数の電
圧値を発生する階調電圧発生回路１と、表示装置に表示
される画像データを記憶する画像データ記憶回路３と、
階調電圧発生回路１で発生した複数の電圧値から画像デ
ータ記憶回路３に記憶されたデジタルデータに応じて、
１値を選択する階調電圧選択回路２と、画像データに応
じて選択された電圧を受け、所定の電圧で液晶などのデ
ータ線を駆動する増幅器４と、増幅器４の電圧ばらつき
を検出する電圧検出回路７と、増幅器４の電圧ばらつき
の状態を記憶する補正データ記憶回路６と、増幅器４の
出力電圧ばらつきを補正する電圧補正回路５とを備え
る。
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【特許請求の範囲】
【請求項１】  複数の走査線と複数のデータ線とがマト
リクス状に配置された表示装置の駆動回路において、
前記表示装置に入力される画像データを記憶する第１記
憶手段と、
前記表示装置を駆動する際に、前記表示装置で使用され
る複数の電圧を発生する第１電圧発生手段と、
前記画像データに応じて、前記複数の電圧から１つの電
圧を選択する第１選択手段と、
前記データ線を駆動する少なくとも増幅器を含む第１駆
動手段と、
前記第１駆動手段の出力電圧のばらつきを検出する第１
検出手段と前記第１駆動手段の出力電圧のばらつきの状
態を記憶する第２記憶手段と、
前記第１駆動手段の出力電圧を補正する第１補正手段
と、を備えることを特徴とする表示装置の駆動回路。
【請求項２】  前記第１補正手段は、前記第２記憶手段
に記憶された補正データに応じて、前記増幅器を構成す
る対をなす差動入力段の一方に流れる電流値を可変させ
ることにより、前記増幅器のオフセット電圧値を可変さ
せる請求項１に記載の表示装置の駆動回路。
【請求項３】  前記第１補正手段は、前記増幅器の差動
入力段の第１トランジスタに並列に接続した第２トラン
ジスタと、前記第２トランジスタのゲート電極に第１ス
イッチと第２スイッチの一端を接続し、前記第１スイッ
チの他端を前記第１選択手段の出力端または前記増幅器
の出力端に接続し、前記第２スイッチの他端を前記第２
トランジスタのソース電極に接続し、前記補正データに
応じて前記第１スイッチおよび前記第２スイッチを開閉
し前記第２トランジスタを活性または非活性状態とする
ことで増幅器の差動入力段の一方に流れる電流値を可変
させることを特徴とする請求項１または２に記載の表示
装置の駆動回路。
【請求項４】 前記第１検出手段は、２つの増幅器の出
力電圧を比較する第１比較回路と、
２つの増幅器の出力電圧差をデジタルデータに変換する
第１Ａ／Ｄ変換回路と、を備えることを特徴とする請求
項１乃至３のいずれか一項に記載の表示装置の駆動回
路。
【請求項５】 前記増幅器の出力端子に第３スイッチと
第４スイッチを並列に接続し、前記出力電圧のばらつき
検出時に、前記第３スイッチおよび第４スイッチを制御
する第１スイッチ制御回路を備えることを特徴とする請
求項１乃至４のいずれか一項に記載の表示装置の駆動回
路。
【請求項６】 前記第１比較回路と前記第１Ａ／Ｄ変換
回路は、それぞれ１個づつまたは３個づつあることを特
徴とする請求項１乃至５のいずれか一項に記載の表示装
置の駆動回路。
【請求項７】 複数の走査線と複数のデータ線とがマト
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リクス状に配置された表示装置の駆動回路を駆動する駆
動方法において、
前記表示装置に入力される画像データを第１記憶手段に
記憶する第１記憶ステップと、
前記表示装置を駆動する際に、前記表示装置で使用され
る複数の電圧を発生する第１電圧発生ステップと、
前記画像データに応じて、前記複数の電圧から１つの電
圧を選択する第１選択ステップと、
少なくとも増幅器を含む駆動手段で、前記データ線を駆
動する第１駆動ステップと、
前記第１駆動ステップによる出力電圧のばらつきを検出
する第１検出ステップと、
前記第１駆動ステップによる出力電圧のばらつきの状態
を第２記憶手段に記憶する第２記憶ステップと、
前記第１駆動ステップによる出力電圧を補正する第１補
正ステップとを有する駆動方法。
【請求項８】 前記増幅器の電圧ばらつき検出をする第
１検出ステップは、前記増幅器の出力電圧が最大または
最小となる基準増幅器を選び、前記基準増幅器の出力電
圧に対して他の増幅器の出力電圧の差をデジタルデータ
に変換し、前記第２記憶手段に記憶することを特徴とす
る請求項７に記載の表示装置の駆動方法。
【請求項９】 前記増幅器の電圧ばらつき検出をする第
１検出ステップは、表示装置の電源投入時または補正信
号により任意の時間に行うことを特徴とする請求項７乃
至８のいずれか一項に記載の表示装置の駆動方法。
【請求項１０】 前記増幅器の電圧ばらつきを検出する
第１検出ステップの前に、表示装置の画面を全白などす
べて同じ表示色にし、前記増幅器の電圧ばらつきを検出
している時に、走査線駆動を非選択状態で停止すること
を特徴とする請求項７乃至１０のいずれか一項に記載の
表示装置の駆動方法。
【請求項１１】  複数の走査線と複数のデータ線とがマ
トリクス状に配置された表示装置の駆動回路において、
前記表示装置に入力される画像データを記憶する第３記
憶手段と、
前記画像データに応じた電流値で、前記データ線を駆動
する少なくとも電流源を含む第２駆動手段と、
前記第２駆動手段の出力電流ばらつきを検出する第２検
出手段と前記第２駆動手段の出力電流ばらつきの状態を
記憶する第４記憶手段と、
前記第２駆動手段の出力電流を補正する第２補正手段
と、を備えることを特徴とする表示装置の駆動回路。
【請求項１２】  前記第２駆動手段は、前記画像データ
に応じて制御される第１電流源と、第１電流源の電流ば
らつきを補正する第２電流源とを備え、前記第２電流源
は、前記第３記憶手段に記憶した補正データに応じて活
性または非活性状態となるように制御されることを特徴
とする請求項１１に記載の表示装置の駆動回路。
【請求項１３】  前記第２電流源は、重み付けした複数
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の電流源で構成することを特徴とする請求項１１乃至１
２のいずれか一項に記載の表示装置の駆動回路。
【請求項１４】 前記第２検出手段は、２つの電流源の
出力電流を比較する第２比較回路と、２つの電流源の出
力電流差をデジタルデータに変換する第２Ａ／Ｄ変換回
路と、を備えることを特徴とする請求項１１乃至１３の
いずれか一項に記載の表示装置の駆動回路。
【請求項１５】 前記第１電流源の出力端子に第５スイ
ッチと第６スイッチを並列に接続し、出力電流ばらつき
検出時に、前記第５スイッチおよび第６スイッチを制御
する第２スイッチ制御回路を備えることを特徴とする請
求項１０乃至１３のいずれか一項に記載の表示装置の駆
動回路。
【請求項１６】 前記第２比較回路と前記第２Ａ／Ｄ変
換回路は、それぞれ１個づつまたは３個づつあることを
特徴とする請求１１乃至１５のいずれか一項に記載の表
示装置の駆動回路。
【請求項１７】  複数の走査線と複数のデータ線とがマ
トリクス状に配置された表示装置の駆動回路を駆動する
駆動方法において、
前記表示装置に入力される画像データを第３記憶手段に
記憶する第３記憶ステップと、
前記画像データに応じた電流値に基づいて、少なくとも
電流源を含む駆動手段で、前記データ線を駆動する第２
駆動スッテプと、
前記第２駆動スッテプの出力電流ばらつきを検出する第
２検出スッテプと、
前記第２駆動スッテプの出力電流ばらつきの状態を第４
記憶手段に記憶する第４記憶スッテプと、
前記第２駆動スッテプの出力電流を補正する第２補正ス
ッテプと、を備えることを特徴とする表示装置の駆動回
路を駆動する駆動方法。
【請求項１８】  前記第２検出スッテプは、前記第第２
駆動スッテプの出力電流が最大または最小となる基準電
流源を選び、前記基準電流源の出力電流に対して他の第
１電流源の出力電流の差をデジタルデータに変換し、前
記第４記憶手段に記憶することを特徴とする請求項１７
に記載の表示装置の駆動方法。
【請求項１９】  前記第２検出スッテプは、表示装置の
電源投入時または補正信号により任意の時間に行うこと
を特徴とする請求項１７乃至１８のいずれか一項に記載
の表示装置の駆動方法。
【請求項２０】  前記第２検出スッテプの前に、表示装
置の画面を全白などすべて同じ表示色にし、前記第１電
流源の電流ばらつきを検出している時には、走査線駆動
を非選択状態で停止することを特徴とする請求項１７乃
至１９のいずれか一項に記載の表示装置の駆動方法。
【発明の詳細な説明】
【０００１】
【発明の属する技術分野】この発明は、表示装置の駆動
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回路およびその駆動方法に関し、特に出力精度が要求さ
れる有機ＥＬなど自発光型の表示装置の駆動回路および
駆動方法に関する。
【０００２】
【従来の技術】近年、携帯電話を初めとする情報電子機
器が、世の中に広く用いられていることは、周知の事実
である。また、情報電子機器が、その表示機器として、
有機ＥＬなど自発光型の表示装置を有していることもよ
く知られている。このような有機ＥＬなど自発光型の表
示装置の代表的なものの一つであるマトリクス型表示装
置も、周知である。
【０００３】このようなマトリクス型表示装置として、
例えば、図２１または図２２に示すような表示装置も知
られている。
【０００４】図２１に記載の上述した従来のマトリクス
型表示装置２１００は、データ線駆動回路２１０３に接
続される複数のデータ線（図示していない）と、走査線
側駆動回路２１０２に接続された複数の走査線とを有
し、その各交点には、液晶や有機ＥＬなどを備える有機
ＥＬパネル２１０１を有する構成である。
【０００５】図１７は、能動素子にＴＦＴ１７０３を用
いたＴＦＴ液晶セル１７０１の等価回路図で透過率を電
圧で制御する。図１８は、２個のＴＦＴ（１８０３，１
８０６）を使用した有機ＥＬセル１８０１の等価回路図
で、輝度を電圧で制御する。図１９は、単純マトリクス
型有機ＥＬセル１９０１の等価回路図、図２０は4個の
ＴＦＴ（２００３，２００６，２００８，２００９）を
使用した有機ＥＬセル２００１の等価回路図で、輝度を
電流で制御する。
【０００６】従来のマトリクス型表示装置の電圧制御型
のデータ駆動回路１４００は、階調電圧発生回路１で発
生する複数の電圧（図１４を参照）を、階調電圧選択回
路２で、画像データに応じて１電圧値を選択し、増幅器
４を介してデータ線を駆動している。
【０００７】階調電圧選択回路２は、画像データのビッ
ト数が多くなると、ビット数に比例してそのチップ占有
面積が大きくなるので、構成素子の面積を小さくするた
めインピーダンスが高くなる。そのため、階調電圧選択
回路２で選択した電圧を増幅器４でインピーダンス変換
しデータ線を駆動している。
【０００８】液晶表示装置では、駆動電圧範囲は３～５
Ｖで、画像データは、携帯電話などでは４～６ビットが
一般的である。
【０００９】また、電流制御型のデータ駆動回路は、図
１５に示すような重み付けした複数の電流源３１でデー
タ線を駆動する。
【００１０】表示装置のデータ駆動回路は、一般に集積
化され、表示装置の水平方向のデータ線数と同じ出力端
子数を有する。または、図２２に示すように、１つのデ
ータ駆動回路に複数のデータ線を並列に接続した場合に
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は、表示装置のデータ駆動回路は、画素数／並列数の出
力端子数を備え、その出力端子数は数十から数千以上に
なる。半導体製造装置などでは、製造ばらつきにより電
圧ばらつきや電流ばらつきを生じる。
【００１１】そのため、特開平４－１４２５９１号公報
には、液晶表示装置のデータ駆動回路の出力電圧ばらつ
きを低減するために、出力電圧ばらつきを補正するデー
タをあらかじめ記憶手段に記憶させておき、映像信号に
クロック信号と同期した記憶手段のデータを加算した信
号によって液晶を駆動することで出力電圧ばらつきを低
減する方法が提案されている。
【００１２】
【発明が解決しようとする課題】しかしながら、特開平
４－１４２５９１号公報に記載の液晶表示装置のデータ
駆動回路のように、画像データと補正データを加算する
方式だと以下の問題を生じる。
【００１３】液晶表示装置では、液晶の表示むらが認識
できる電圧差は約５ｍＶ程度である。これは、液晶の駆
動電圧範囲が３Ｖの場合、３０００ｍＶ／５ｍＶ＝６０
０で９ビット（５１２値）以上の精度を必要とする。つ
まり、駆動回路の電圧ばらつきを補正するには、補正デ
ータは９ビット以上必要となる。
【００１４】画像データが６ビットの場合でも、加算回
路以降の回路は９ビット以上となるため、データ駆動回
路の回路規模が大きくなる。
【００１５】また、液晶の電圧－透過率特性（図１２）
や、有機ＥＬの電圧－輝度特性（図１３）は、非線型の
ため、電圧に応じて補正量が異なるため、単純に画像デ
ータと補正データを加算することができないので、画像
データごとの補正データが必要となり、補正データ記憶
回路がさらに膨大となる。
【００１６】有機ＥＬ表示装置では、輝度－電流特性に
線形性があるため、複数の重み付けした電流源で駆動し
ている。この場合、特開平４－１４２５９１号公報から
容易に推測できるように、出力電流ばらつきを補正する
データをあらかじめ記憶して、電流値を補正する方法が
考えられるが、重み付けした電流源は、それぞれ独立し
てばらつくため、単調増加性が失われる場合があり、そ
れぞれの画像データのビットごとに補正データが必要に
なるため、補正データ記憶回路が膨大になる。
【００１７】さらに、あらかじめ駆動回路のばらつきを
補正データとして記憶するために製造時点でのばらつき
をＲＯＭなどに記憶することになるため、使用条件の変
化（温度変化や経時変化）に対してばらつきを補正する
ことができない。
【００１８】
【課題を解決するための手段】したがって、上記課題を
解決するために、請求項１に記載の発明には、複数の走
査線と複数のデータ線とがマトリクス状に配置されたマ
トリクス型表示装置において、画像データを記憶する第
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１記憶手段と、複数の電圧を発生する第１電圧発生手段
と、画像データに応じて、上記複数の電圧から１つの電
圧を選択する第１選択手段と、上記データ線を駆動する
少なくとも増幅器を含む第１駆動手段と、上記第１駆動
手段の出力電圧ばらつきを検出する第１検出手段と上記
第１駆動手段の出力電圧ばらつきの状態を記憶する第２
記憶手段と、上記第１駆動手段の出力電圧を補正する第
１補正手段とを備えることを特徴としている。
【００１９】また、請求項２に記載の発明には、上記第
１補正手段は、上記第２記憶手段に記憶された補正デー
タに応じて上記増幅器を構成する対をなす差動入力段の
一方に流れる電流値を可変させることにより上記増幅器
のオフセット電圧値を可変させるものであることを特徴
としている。
【００２０】また、請求項３に記載の発明には、上記第
１補正手段は、上記増幅器の差動入力段の第１トランジ
スタに並列に接続した第２トランジスタと、上記第２ト
ランジスタのゲート電極に第１スイッチと第２スイッチ
の一端を接続し、上記第１スイッチの他端を上記第１選
択手段の出力端または上記増幅器の出力端に接続し、上
記第２スイッチの他端を上記第２トランジスタのソース
電極に接続し、前記補正データに応じて上記第１スイッ
チおよび第２スイッチを開閉し上記第２トランジスタを
活性または非活性状態とすることで上記増幅器の差動入
力段の一方に流れる電流値を可変させることを特徴とし
ている。また、請求項４に記載の発明には、上記第１検
出手段は、２つの増幅器の出力電圧を比較する第１比較
回路と、２つの増幅器の出力電圧差をデジタルデータに
変換する第１Ａ／Ｄ変換回路とを備えることを特徴とし
ている。
【００２１】また、請求項５に記載の発明には、上記増
幅器の出力端子に第３スイッチと第４スイッチを並列に
接続し、出力電圧ばらつき検出時に、上記第３スイッチ
および第４スイッチを制御する第１スイッチ制御回路を
備えることを特徴としている。
【００２２】また、請求項６に記載の発明には、上記第
１比較回路と上記第１Ａ／Ｄ変換回路は、それぞれ１個
づつまたは３個づつあることを特徴としている。
【００２３】また、請求項７に記載の発明の駆動方法に
は、表示装置に入力される画像データを第１記憶手段に
記憶する第１記憶ステップと、表示装置を駆動する際
に、表示装置で使用される複数の電圧を発生する第１電
圧発生ステップと、画像データに応じて、前記複数の電
圧から１つの電圧を選択する第１選択ステップと、少な
くとも増幅器を含む駆動手段で、前記データ線を駆動す
る第１駆動ステップと、第１駆動ステップによる出力電
圧のばらつきを検出する第１検出ステップと第１駆動ス
テップによる出力電圧のばらつきの状態を第２記憶手段
に記憶する第２記憶ステップと、第１駆動ステップによ
る出力電圧を補正する第１補正ステップとを有すること
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7
を特徴としている。
【００２４】また、請求項８に記載の発明には、増幅器
の電圧ばらつき検出をする第１検出ステップは、増幅器
の出力電圧が最大または最小となる基準増幅器を選び、
基準増幅器の出力電圧に対して他の増幅器の出力電圧の
差をデジタルデータに変換し、前記第２記憶手段に記憶
することを特徴としている。
【００２５】また、請求項９に記載の発明には、増幅器
の電圧ばらつき検出をする第１検出ステップは、表示装
置の電源投入時または補正信号により任意の時間に行う
ことを特徴としている。
【００２６】また、請求項１０に記載の発明には、上記
増幅器の電圧ばらつきを検出する第１検出ステップの前
に、表示装置の画面を全白などすべて同じ表示色にし、
上記増幅器の電圧ばらつきを検出している時に、走査線
駆動を非選択状態で停止することを特徴としている。
【００２７】また、請求項１１に記載の発明には、複数
の走査線と複数のデータ線とがマトリクス状に配置され
たマトリクス型表示装置において、画像データを記憶す
る第３記憶手段と、前記画像データに応じた電流値で前
記データ線を駆動する少なくとも電流源を含む第２駆動
手段と、上記第２駆動手段の出力電流ばらつきを検出す
る第２検出手段と、上記第２駆動手段の出力電流ばらつ
きの状態を記憶する第４記憶手段と、上記第２駆動手段
の出力電流を補正する第２補正手段とを備えることを特
徴としている。
【００２８】また、請求項１２に記載の発明には、上記
第２駆動手段は、上記画像データに応じて制御される第
１電流源と、第１電流源の電流ばらつきを補正する第２
電流源とを備え、上記第２電流源は、前記第３記憶手段
に記憶した補正データに応じて活性または非活性状態と
なるように制御することを特徴としている。
【００２９】また、請求項１３に記載の発明には、上記
第２電流源は、重み付けした複数の電流源で構成するこ
とを特徴としている。
【００３０】また、請求項１４に記載の発明には、上記
第２検出手段は、２つの電流源の出力電流を比較する第
２比較回路と、２つの電流源の出力電流差をデジタルデ
ータに変換する第２Ａ／Ｄ変換回路とを備えることを特
徴としている。
【００３１】また、請求項１５に記載の発明には、上記
第１電流源の出力端子に第５スイッチと第６スイッチを
並列に接続し、出力電流ばらつき検出時に、上記第５ス
イッチおよび第６スイッチを制御するスイッチ制御回路
を備えることを特徴としている。
【００３２】また、請求項１６に記載の発明には、上記
第２比較回路と上記第２Ａ／Ｄ変換回路は、それぞれ１
個づつまたは３個づつあることを特徴としている。
【００３３】請求項１７に記載の発明には、前記表示装
置に入力される画像データを第３記憶手段に記憶する第
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３記憶ステップと、前記画像データに応じた電流値に基
づいて、少なくとも電流源を含む駆動手段で、前記デー
タ線を駆動する第２駆動スッテプと、前記第２駆動スッ
テプの出力電流ばらつきを検出する第２検出スッテプ
と、前記第２駆動スッテプの出力電流ばらつきの状態を
第４記憶手段に記憶する第４記憶スッテプと、前記第２
駆動スッテプの出力電流を補正する第２補正スッテプと
を備えることを特徴とする。
【００３４】また、請求項１８に記載の発明には、上記
第１電流源の電流ばらつき検出は、出力電流が最大また
は最小となる基準電流源を選び、上記基準電流源の出力
電流に対して他の第１電流源の出力電流の差をデジタル
データに変換し上記第４記憶手段に記憶することを特徴
としている。
【００３５】また、請求項１９に記載の発明には、上記
第１電流源の電流ばらつき検出は、表示装置の電源投入
時または補正信号により任意の時間に行うことを特徴と
している。
【００３６】また、請求項２０に記載の発明には、上記
第１電流源の電流ばらつきを検出する前に、表示装置の
画面を全白などすべて同じ表示色にし、上記第１電流源
の電流ばらつきを検出している時には、走査線駆動を非
選択状態で停止することを特徴としている。
【００３７】
【発明の実施の形態】次に、本発明について図面を参照
して説明する。
【００３８】図１は、本発明の第１の実施の形態の表示
装置のデータ駆動回路を概略的に示すブロック図であ
る。
【００３９】本発明の第１の実施の形態の表示装置のデ
ータ駆動回路１００は、複数の抵抗を直列に接続した抵
抗ストリング回路（図示なし）で構成され、液晶などの
ガンマ特性に合わせた複数の電圧値を発生する階調電圧
発生回路１と、表示装置に表示される画像データを記憶
する画像データ記憶回路３と、複数のアナログスイッチ
（図示なし）で構成され、階調電圧発生回路１で発生し
た複数の電圧値から画像データ記憶回路３に記憶された
デジタルデータに応じて、１値を選択する階調電圧選択
回路２と、画像データに応じて選択された電圧を受け、
所定の電圧で液晶などのデータ線を駆動する増幅器４
と、増幅器４の電圧ばらつきを検出する電圧検出回路７
と、増幅器４の電圧ばらつきの状態を記憶する補正デー
タ記憶回路６と、増幅器４の出力電圧ばらつきを補正す
る電圧補正回路５とを備える。
【００４０】より詳細に説明すると、本発明の第１の実
施の形態の表示装置のデータ駆動回路１００の階調電圧
発生回路１は、液晶などのガンマ特性に合わせた複数の
電圧値を発生する回路で、複数の抵抗を直列に接続した
抵抗ストリング回路（図示なし）で構成される。カラー
有機ＥＬ表示装置では、赤色、緑色、青色で駆動電圧が
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異なるため、階調電圧発生回路１はそれぞれの色ごとに
必要になる。
【００４１】本発明の第１の実施の形態の表示装置のデ
ータ駆動回路１００の階調電圧選択回路２は、階調電圧
発生回路１で発生した複数の電圧値から、画像データ記
憶回路３に記憶されたデジタルデータに応じて、１値選
択する回路で、複数のアナログスイッチで構成される
（図示なし）。画像データ記憶回路３は、周知のラッチ
回路やＲＡＭなどで構成される。
【００４２】画像データは、シフトレジスタ回路（図示
なし）などでクロック信号などに同期して順次画像デー
タ記憶回路３に記憶される。
【００４３】画像データに応じて選択された電圧は、増
幅器４に入力され、所定の電圧で液晶などのデータ線を
駆動する。
【００４４】マトリクス型表示装置では、１７６×２４
０画素の場合、カラー表示だと１７６ライン×３（ＲＧ
Ｂ）の５２８個のデータ線があり、データ線を駆動する
回路が複数個必要になり、半導体集積回路や低温ポリシ
リコンなどのようにガラス基板上に回路を製造する場
合、製造ばらつきにより、増幅器４の出力電圧値がばら
つく。
【００４５】本発明では、さらに、その増幅器４の電圧
ばらつきを検出する電圧検出回路７を備え、増幅器４の
電圧ばらつきの状態を補正データ記憶回路６（ラッチ回
路など）に記憶し、電圧補正回路５で増幅器の出力電圧
ばらつきを補正する。
【００４６】次に、図２または図４を参照して、本発明
の第１の実施の形態の表示装置のデータ駆動回路１００
の各増幅器の電圧補正の方法について、補正データが１
ビットの場合の例を説明する。
【００４７】電圧補正回路５は、一方の差動入力トラン
ジスタＱ２に補正トランジスタＱ３を並列に接続し、補
正データに応じて補正トランジスタＱ３のゲート電圧を
制御して増幅器４のオフセット電圧を補正する。この場
合の補正は増幅器のオフセット電圧を理想値にするので
はなく、オフセット電圧が最大の増幅器に近づける。
【００４８】補正データが０の場合、補正トランジスタ
Ｑ３のソース電圧がゲート電極に印加され補正トランジ
スタは非活性状態となり電流は流れない。補正データが
１の場合、階調電圧選択回路で選択した電圧が補正トラ
ンジスタＱ３のゲート電極に印加され補正トランジスタ
は活性状態となり電流Ｉ３が流れる。このように増幅器
の差動段に流れる電流値を可変して増幅器のオフセット
電圧を制御することができる。ここでは、補正トランジ
スタが１個の場合を例に説明したが、重み付けした複数
個の補正トランジスタをトランジスタＱ２に並列に接続
してもよい。
【００４９】次に、増幅器４の電圧ばらつき検出時の回
路を図５に示す。各増幅器の出力端子をデータ線および
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２つのスイッチに接続する。２つのスイッチの一方は基
準線１１（Ｃ１，Ｃ３，Ｃ５）に、他方は比較線１２
（Ｃ２，Ｃ４，Ｃ６）に接続する。基準線１１と比較線
１２は、図６に示すようにＡ／Ｄ変換回路１３とコンパ
レータ１４に接続する。
【００５０】各増幅器の相対電圧ばらつきの検出は、す
べての増幅器が同じ電圧を出力するように同一の画像デ
ータ（液晶なら灰色表示、有機ＥＬなら全白表示など）
を画像データ記憶回路に転送する。
【００５１】次に、コンパレータ１４で、２つの増幅器
の電圧値を比較して、電圧が大きい方の増幅器を基準線
１１に接続するようにスイッチ制御回路１０で制御す
る。これを（増幅器数－１）回繰り返すことによって、
オフセット電圧が最大の増幅器が選ばれる。コンパレー
タ１４で、最大オフセット電圧または最小オフセット電
圧となる増幅器を選択する理由は、電圧補正回路５の構
成を簡単にするためである。
【００５２】各増幅器の出力電圧値は、理想電圧値（オ
フセット電圧が０）に対してプラスまたはマイナス方向
にばらつく。各増幅器の電圧ばらつきを理想電圧値に近
づけるためには、２つの差動入力段に流れる両方の電流
値を可変することになり、差動入力段の両方に電圧補正
回路が必要になる。
【００５３】このように、補正データを検出する前にオ
フセット電圧が最大となる増幅器を選ぶことによって、
一方の差動入力段に流れる電流だけを調整すればよいた
め電圧補正回路が簡単になる。
【００５４】次に、最大オフセット電圧値となる増幅器
を基準に各増幅器の出力電圧の差をＡ／Ｄ変換回路１３
で検出し、検出したデジタルデータを補正データ記憶回
路６に記憶する。補正データのビット数は、増幅器の電
圧ばらつきの実力値と、表示むらが人間の目で認識でき
る電圧差の値によって決定される。
【００５５】液晶表示装置では、約５ｍＶ以下の電圧差
であれば、表示むらは認識できないので、分解能を５ｍ
Ｖ程度とする。製造ばらつきなどにより増幅器のオフセ
ット電圧が最大２０ｍＶばらつく場合、補正ビット数は
２ビット（０，５，１０，１５ｍＶの４段階の補正量）
でよい。
【００５６】製造ばらつきが大きい時は、さらに補正デ
ータのビット数を増やせばよい。このように、補正デー
タが２ビットでも増幅器の電圧ばらつきを十分に補正す
ることができる。有機ＥＬでは、液晶表示装置より人間
の目で表示むらが認識できる電圧差が小さいので、補正
ビットは３ビット程度必要となる。
【００５７】１出力あたりの補正データを検出する時間
は、増幅器の出力が安定するまでの時間が最低必要で小
型の液晶パネル用では約１０μｓ程度である。
【００５８】全出力の補正データを検出する時間は、
（コンパレータで比較する時間＋Ａ／Ｄ変換する時間）
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×出力数になるため（１０μｓ＋１０μｓ）×出力数分
になる。コンパレータとＡ／Ｄ変換回路がそれぞれ１個
の場合、２０μｓ×５２８＝１０．５６ｍｓかかるが、
コンパレータとＡ／Ｄ変換回路をそれぞれ赤色、青色、
緑色ごとにすることで３．５２ｍｓ程度まで短くでき
る。
【００５９】補正データを検出するタイミングは電源投
入時に、補正信号（図５のｃａｌ信号）に信号を自動的
に入力することで使用条件（温度など）の変化に対して
補正することができる。
【００６０】補正データ検出中の表示エラーは、有機Ｅ
Ｌなど自発光型の場合、陽極電圧の投入時間を遅らせる
ことで回避できる。透過型液晶表示では、バックライト
の点灯を遅らせればよい。
【００６１】反射型液晶表示装置では、補正データ検出
中に表示エラーが生じる可能性があるが、走査線の駆動
をすべての走査線が非選択状態で停止すれば表示されな
いので、電源投入から検出完了まで走査線の駆動を非選
択状態で停止することで表示エラーを回避できる。補正
データの検出は、電源投入時点だけでなく任意の時間に
してもよい。
【００６２】次に、本発明の第２の実施の形態の表示装
置のデータ駆動回路について説明する。図７は、本発明
の有機ＥＬなど電流駆動型表示装置のデータ駆動回路の
ブロック図、図８は図７の詳細図で、補正データが２ビ
ットの場合を例に説明する。
【００６３】本発明の第２の実施の形態の表示装置のデ
ータ駆動回路と従来技術との違いは、データ線を駆動す
る電流源が１つである点である（以下この電流源を主電
流源と呼ぶ）。
【００６４】本発明の第２の実施の形態の表示装置のデ
ータ駆動回路の主電流源２１は、図８に示すような１個
のトランジスタ（２１－１）で構成され、主電流源２１
の電流値Ｉｘは、トランジスタ（２１－１）に印加する
ゲート電圧で制御される。従来、複数の電流源で駆動し
ていたため、単調増加性の確保が難しかったが、電流源
を１つにすることで単調増加性が確保される。
【００６５】有機ＥＬでは、輝度と電流は線形性がある
が、輝度と電圧は非線形であるため、階調電圧発生回路
１で有機ＥＬの輝度特性に合うように複数の電圧値を発
生させ、階調電圧選択回路２で１値選択して電流源に印
加する。
【００６６】本発明には、主電流源の電流ばらつきを補
正するために重み付けした複数の補正電流源２３があ
り、主電流源の電流ばらつきを電流検出回路２４で検出
し、補正データで補正電流源２３を制御しデータ線に流
れる電流値を補正する。
【００６７】補正データが０の場合、図８の補正選択回
路２２のスイッチ端子（２２－１、２２－３）側に接続
することで、補正電流源２３のトランジスタ（２３－
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１）およびトランジスタ（２３－１）のそれぞれのゲー
トにソース電圧が印加され電流源は非活性状態となる。
補正データが１の場合、図８の補正選択回路２２のスイ
ッチ端子（２２－２、２２－４）側に接続することで、
補正電流源２３のランジスタ（２３－１）およびトラン
ジスタ（２３－１）のそれぞれのゲートに階調電圧選択
回路２で選択した電圧が印加され、補正電流源２３は活
性状態となり、主電流源２１に対して所定の率の電流値
が流れる。
【００６８】補正電流源２３の電流値は、主電流源２１
の電流値に対し数％になるように設定される。主電流源
２１のドレインと補正電流源２３のドレインはデータ線
にそれぞれ接続されており、主電流源２１の電流と補正
電流源２３の電流を加算することで、補正された電流値
でデータ線を駆動する。
【００６９】次に、補正データの検出方法について説明
する。ここでも第１の実施の形態と同様に、最大電流値
となる主電流源をコンパレータ１３で選択し、最大電流
値となる主電流源に対して各主電流源の電流ばらつき状
態を補正データとして記憶する。
【００７０】このように最大電流値の主電流源を基準に
他の主電流源の電流値を補正することで、主電流源の電
流値に補正電流源の電流値を加算するだけ（減算する回
路がいらない）なので補正電流源の回路構成が簡単にな
る。有機ＥＬの陽極、陰極が逆になる場合は、最小電流
値となる主電流源を基準にし、補正電流源で電流値を減
算すればよい。
【００７１】次に、補正データのビット数について説明
する。電流駆動型の有機ＥＬ表示装置で、１階調あたり
２０ｎＡ程度流す場合、人間の目で表示むらが認識でき
ない程度に電流値を補正するには、分解能を少なくとも
１０ｎＡ程度にする必要がある。
【００７２】画像データが６ビット（６４階調表示）で
は、最大電流２０ｎＡ×６４＝１，２８０ｎＡの電流を
流すことになるが、電流ばらつきは５％以上ばらつくこ
とがある。
【００７３】これを補正するには、補正データを３ビッ
トで分解能を主電流源の電流値の１％（１２．８ｎＡ）
程度にすれば、０～７％の範囲（８段階）で補正が可能
である。電流ばらつきが７％以上の場合、補正データの
ビット数を増やすか、分解能を１％以上にするなど変更
すればよい。
【００７４】補正電流源が複数のトランジスタから構成
されるので、補正電流源の単調増加性が失われる可能性
があるが、主電流源の電流ばらつき量（１，２８０ｎＡ
×５％＝６４ｎＡ）に比べれば、補正電流源の電流ばら
つき量（１，２８０ｎＡ×７％×５％＝４．４８ｎＡ）
は小さく、人間の目で表示むらが認識できない電流値と
なるので問題ない。
【００７５】次に、本発明の第３の実施の形態の表示装
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置のデータ駆動回路について説明する。図９は、本発明
の有機ＥＬなど電流駆動型表示装置の別のデータ駆動回
路の詳細図である。
【００７６】本発明の第３の実施の形態の表示装置のデ
ータ駆動回路と本発明の第２の実施の形態の表示装置の
データ駆動回路との違いは、主電流源と補正電流源のゲ
ート電圧をスイッチ２６とコンデンサ２５で構成するサ
ンプル・ホールド回路に保持する点である。
【００７７】本発明の第２の実施の形態の表示装置のデ
ータ駆動回路は、各駆動回路ごとに階調電圧選択回路で
選択した電圧を電流源のゲートに印加していたが、サン
プル・ホールド回路にすることで、階調電圧を保持する
ことができ、各駆動回路ごとあった画像データ記憶回路
および階調電圧選択回路の削減ができる。
【００７８】本発明の第２の実施の形態の表示装置のデ
ータ駆動回路例に比べ、本発明の第３の実施の形態の表
示装置のデータ駆動回路では、サンプル・ホールド回路
自体の電圧ばらつきが発生するため電流ばらつきが大き
くなるが、サンプル・ホールド回路の電圧ばらつきによ
る主電流源の電流ばらつきも本発明で同時に補正するこ
とができる。この場合、補正データのビット数を４ビッ
ト程度にすればよい。
【００７９】
【発明の効果】以上説明したように、本発明によれば、
表示装置の縦線むらの原因であるデータ駆動回路の電圧
ばらつきや電流ばらつきを、２乃至４ビット程度の少な
い補正データで製造ばらつきだけでなく経時変化や温度
変化によるばらつきも補正することができるため、表示
むらのない良好な表示を得ることができる。
【００８０】
【図面の簡単な説明】
【図１】本発明の第１の実施の形態の表示装置の第１の
データ駆動回路の構成を示すブロック図である。
【図２】図１に記載の本発明の第１の実施の形態の表示
装置の第１のデータ駆動回路の電圧補正回路の詳細図で
ある。
【図３】本発明の第１の実施の形態の表示装置の第２の
データ駆動回路の構成を示すブロック図である。
【図４】図３に記載の本発明の第１の実施の形態の表示
装置の第２のデータ駆動回路の電圧補正回路の詳細図で
ある。
【図５】本発明の第１の実施の形態の表示装置のデータ
駆動回路の増幅器の電圧ばらつきを検出する回路図であ
る。
【図６】本発明の第１の実施の形態の表示装置のデータ
駆動回路の電圧検出回路の詳細図である。
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【図７】本発明の第２の実施の形態の表示装置のデータ
駆動回路の構成を示すブロック図である。
【図８】本発明の第２の実施の形態の表示装置のデータ
駆動回路の構成を示すブロック図の詳細図である。
【図９】本発明の第３の実施の形態の表示装置のデータ
駆動回路の構成を示すブロック図の詳細図である。
【図１０】本発明の実施の形態の表示装置のデータ駆動
回路の電流源の電流ばらつきを検出する電流検出回路図
である。
【図１１】本発明の実施の形態の表示装置のデータ駆動
回路の電流源の電流検出回路の詳細図である。
【図１２】液晶の透過率－電圧特性図である。
【図１３】有機ＥＬ液晶の輝度－電圧特性図である。
【図１４】従来のデータ線駆動回路（電圧駆動型）のブ
ロック図である。
【図１５】従来のデータ線駆動回路（電流駆動型）のブ
ロック図である。
【図１６】液晶表示装置データ線駆動回路の補正手段の
ブロック図である。
【図１７】ＴＦＴ液晶セルの等価回路図である。
【図１８】有機ＥＬセルの第１の等価回路図である。
【図１９】有機ＥＬセルの第２の等価回路図である。
【図２０】有機ＥＬセルの第３の等価回路図である。
【図２１】従来の表示装置の第１のマトリクス型表示装
置略図である。
【図２２】従来の表示装置の第２のマトリクス型表示装
置略図である。
【符号の説明】
１    階調電圧発生回路
２    階調電圧選択回路
３    画像データ記憶回路
４    増幅器
５    電圧補正回路
６    補正データ記憶回路
７    電圧検出回路
９    選択スイッチ
１０    ＳＷ制御回路
１１    基準線
１２    比較線
１３    Ａ／Ｄ変換回路
１４    コンパレータ
２１    主電流
２２    補正選択回路
２３    補正電流源
１００，３００，７００，１４００    表示装置のデー
タ駆動回路
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